
亀山市告示第１０８号 

亀山市多面的機能支払補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和３年５月１３日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市多面的機能支払補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市多面的機能支払補助金交付要綱（平成２７年亀山市告示第１０４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（補助金の交付対象活動） （補助金の交付対象活動） 

第３条 補助金の交付対象活動は、次の

各号に掲げる活動とする。 

第３条 補助金の交付対象活動は、次の

各号に掲げる活動とする。 

（１）国要綱別紙６に規定する活動組織

が実施する同要綱別紙１の第１に規

定する農地維持活動（以下「農地維

持活動」という。） 

（１）国要綱別紙６に規定する活動組織

が実施する同要綱第４の１の（１）

に規定する農地維持活動（以下「農

地維持活動」という。） 

（２）国要綱別紙６に規定する活動組織

（同要綱別紙６の第２の１の（２）

に規定するもののみで構成される活

動組織を除く。）が実施する同要綱

別紙２の第２の１に規定する資源向

上活動（共同）（以下「資源向上活

動（共同）」という。） 

（２）国要綱別紙６に規定する活動組織

（同要綱別紙６の第２の１の（２）

に規定するもののみで構成される活

動組織を除く。）が実施する同要綱

第４の１の（２）のアに規定する資

源向上活動（共同）（以下「資源向

上活動（共同）」という。） 

２ （略） ２ （略） 

（補助金の額） （補助金の額） 

第４条 （略） 第４条 （略） 



２ （略） ２ （略） 

３ 国要綱別紙２の第６の２の（１）の

イ、ウ及びオの規定は、資源向上活動

（共同）の補助金の額について準用す

る。 

３ 国要綱別紙２の第７の２の（１）の

イ及びエの規定は、資源向上活動（共

同）の補助金の額について準用する。 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第５条 国要綱別紙１の第５の４の（２） 

又は同要綱別紙２の第５の５の（２）

の規定に基づき事業計画の認定を受け

た活動組織は、多面的機能支払補助金

交付申請書（様式第１号）に必要な書

類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

第５条 国要綱別紙１の第６の４の（３） 

又は同要綱別紙２の第６の４の（３）

の規定に基づき事業計画の認定を受け

た活動組織は、多面的機能支払補助金

交付申請書（様式第１号）に必要な書

類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

（実績の報告） （実績の報告） 

第７条 活動組織は、補助金の交付の決

定に係る会計年度が終了したときは、

国要綱別紙１の第５の７の（１）又は

同要綱別紙２の第５の８の（１）の規

定に基づき、活動の実施状況を市長に

報告しなければならない。 

第７条 活動組織は、補助金の交付の決

定に係る会計年度が終了したときは、

国要綱別紙１の第６の７の（１）又は

同要綱別紙２の第６の７の（１）の規

定に基づき、活動の実施状況を市長に

報告しなければならない。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、令和３年度分の補助金の交付から適用する。 


